
信用取引口座設定約諾書 新旧対照表 

                                                           赤下線部分が変更箇所 

新 旧 

 

（信用取引口座による処理） 

第１条 私が今後貴社との間に行う信用取引において、借り入れる金銭、買付有 

価証券、借り入れる有価証券、売付代金、委託保証金、売買の決済によ 

る損益金、金利、その他授受する金銭は全てこの信用取引口座で処理する 

こと。 

 

（貸出規程による制約） 

第６条 私が制度信用取引を行っている場合において、当該取引所が指定する証 

券金融会社（以下「証金」という。）が貸借取引貸出規程（以下「貸出規 

程」という。）に基づいて次の措置、制約を行ったときは、私の制度信用 

取引につきそれと同様の措置、制約を行うこと。 

（１）～（３） （現行どおり） 

 

（買付有価証券等につき剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の 

付与等が行われた場合の処理） 

第７条 私が制度信用取引に関し、貴社に預入れした買付有価証券又は貴社から 

借り入れた有価証券につき、剰余金の配当又は株式分割による株式を受け 

る権利の付与等が行われた場合における当該権利の処理については、当該 

取引所の定める方法により処理されること。 

 

（期限の利益を喪失した場合における信用取引の処理） 

第９条 私が前条第１項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した 

信用取引口座を通じて処理される全ての信用取引につき、これを決済する 

ために必要な売付契約又は買付契約を、私の計算において貴社が任意に締 

結することに異議のないこと。 

２（現行どおり） 

３ 私が前条第２項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、 

貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処 

理される全ての信用取引を決済するために必要な売付け又は買付けを、貴 

社に委託して行うこと（前項の規定により貴社が売付契約又は買付契約を 

締結する場合を除く。）。 

 

（信用取引口座による処理） 

第１条 私が今後貴社との間に行う信用取引において、借り入れる金銭、買付有 

価証券、借り入れる有価証券、売付代金、委託保証金、売買の決済によ 

る損益金、金利、その他授受する金銭はすべてこの信用取引口座で処理す 

ること。 

 

（貸出規程による制約） 

第６条 私が制度信用取引を行っている場合において、当該取引所が指定する証 

券金融株式会社（以下「証金」という。）が貸借取引貸出規程（以下「貸 

出規程」という。）に基づいて次の措置、制約を行ったときは、私の制度 

信用取引につきそれと同様の措置、制約を行うこと。 

（１）～（３） （省 略） 

 

（買付有価証券等につき剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の 

付与等が行われた場合の処理） 

第７条 私が制度信用取引に関し、貴社に預入した買付有価証券又は貴社から 

借り入れた有価証券につき、剰余金の配当又は株式分割による株式を受け 

る権利の付与等が行われた場合における当該権利の処理については、当該 

取引所の定める方法により処理されること。 

 

（期限の利益を喪失した場合における信用取引の処理） 

第９条 私が前条第１項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した 

信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引につき、これを決済す 

るために必要な売付契約又は買付契約を、私の計算において貴社が任意に 

締結することに異議のないこと。 

２（省 略） 

３ 私が前条第２項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、 

貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処 

理されるすべての信用取引を決済するために必要な売付け又は買付けを、 

貴社に委託して行うこと（前項の規定により貴社が売付契約又は買付契約 

を締結する場合を除く。）。 

 



 

４～５（現行どおり） 

 

（通知金融商品取引業者等に該当した場合の措置） 

第１４条 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社又は貴社が加入す 

る投資者保護基金（以下「基金」という。）から特段の通知がない限り、 

私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理される全ての信用取引 

（以下「当該信用取引」という。）に係る私の債務につき、当然期限の 

利益が失われ、かつ、決済のための売付け及び買付けを行うことができ 

なくなること。 

（１）～（２） （現行どおり） 

２ 前項の場合においては、私と貴社との間における私の当該信用取引に 

係る全ての債権（委託保証金返還請求権を除く。）及び債務については、 

第１号に定める額と第２号に定める額との差額に相当する金銭の授受 

により処理されること。この場合において、私が当該差額に相当する金 

銭を支払うべきときは、当該差額は、私が貴社に差し入れた委託保証金 

により担保されること。 

（１）～（２） （現行どおり） 

 

（報告） 

第１８条 第８条第１項各号及び同条第２項各号のいずれかの事由が生じた場 

合には、貴社に対し直ちにその旨を報告すること。 

 

（届出事項の変更届出） 

第１９条 貴社に届け出た氏名若しくは名称、印章若しくは署名鑑又は住所若し 

くは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直 

ちにその旨の届出をすること。 

 

（免責事項） 

第２１条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る委託 

保証金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、貴社がその責 

めを負わないこと。 

２ 前項の事由による委託保証金等の紛失、滅失、毀損等の損害について 

も貴社はその責めを負わないこと。 

３（現行どおり） 

 

４～５（省 略） 

 

（通知金融商品取引業者等に該当した場合の措置） 

第１４条 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社又は貴社が加入す 

る投資者保護基金（以下「基金」という。）から特段の通知がない限り、 

私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取 

引（以下「当該信用取引」という。）に係る私の債務につき、当然期限 

の利益が失われ、かつ、決済のための売付け及び買付けを行うことがで 

きなくなること。 

（１）～（２） （省 略） 

２ 前項の場合においては、私と貴社との間における私の当該信用取引に 

係るすべての債権（委託保証金返還請求権を除く。）及び債務について 

は、第１号に定める額と第２号に定める額との差額に相当する金銭の授 

受により処理されること。この場合において、私が当該差額に相当する 

金銭を支払うべきときは、当該差額は、私が貴社に差し入れた委託保証 

金により担保されること。 

（１）～（２） （省 略） 

 

（報告） 

第１８条 第８条第１項各号及び同条第２項各号のいずれかの事由が生じた場 

合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨を報告すること。 

 

（届出事項の変更届出） 

第１９条 貴社に届け出た氏名若しくは名称、印章若しくは署名鑑又は住所若し 

くは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直 

ちに書面をもってその旨の届出をすること。 

 

（免責事項） 

第２１条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る委託 

保証金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、貴社がその責 

めを負わないこと。 

２ 前項の事由による委託保証金等の紛失、滅失、き損等の損害について 

も貴社はその責めを負わないこと。 

３（省 略） 



 

（同意等の方法） 

第２５条 貴社は、その用いる電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ 

の他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関 

する内閣府令第５７条の３に定める方法と同様の方法をいう。以下同 

じ。）の種類及び内容を提示し、私の書面又は電磁的方法による承諾を 

得た場合には、第３条第２項に規定する書面の受入れに代えて、電磁的 

方法により、当該書面によるべき同意を得ることができること。この場 

合において、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たものとみなさ 

れること。 

 

 

２ 私が、前項の規定による承諾をした後に、書面又は電磁的方法により、 

電磁的方法による同意を行わない旨の申出をした場合（私が再び前項の 

規定による承諾をした場合を除く。）は、貴社は、前項の規定に基づき 

電磁的方法により受けることができることとした書面によるべき同意 

を得ないこと。 

３ 私は、第１８条及び第１９条に規定する報告及び届出を、書面又は電 

磁的方法のうち貴社が指定するいずれかの方法（私から書面の受入れの 

請求があった場合又は印章若しくは署名鑑の変更に係るものにあって 

は、書面とする。）により行うこと。ただし、電磁的方法による場合に 

あっては、貴社が次に掲げる要件のいずれかを満たすときに限る。 

（１） あらかじめ、私に対し、当該報告及び届出を電磁的方法によ 

り受け入れる旨並びにその用いる電磁的方法の種類及び内容 

を提示し、当該報告及び届出を電磁的方法により受け入れる 

ことについて、私の書面又は電磁的方法による承諾を得てい 

ること。 

（２） あらかじめ、私に対し、当該報告及び届出を電磁的方法によ 

り受け入れる旨並びに次に掲げる事項を告知していること。 

ａ 電磁的方法の種類及び内容 

ｂ 貴社に対し、私が書面による当該報告及び届出の受入れ 

を請求することができる旨 

 

2025年 9月 1日改正 

 

 

 

（電磁的方法による書面の授受） 

第２５条 貴社は、その用いる電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ 

の他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関 

する内閣府令第５７条の３に定める方法と同様の方法をいう。以下同 

じ。）の種類及び内容を提示し、私の書面又は電磁的方法による承諾を 

得た場合には、第３条第２項、第１８条及び第１９条に規定する書面（印 

章又は署名鑑の変更に係るものを除く。）の受入れに代えて、電磁的方 

法により、当該書面によるべき同意を得ること又は報告若しくは届出を 

受けることができること。この場合において、貴社は私から当該書面に 

よるべき同意を得たもの又は報告若しくは届出を受けたものとみなさ 

れること。 

２ 私が、前項の規定による承諾をした後に、書面又は電磁的方法により、 

電磁的方法による同意、報告又は届出を行わない旨の申出をした場合 

（私が再び前項の規定による承諾をした場合を除く。）は、貴社は、前 

項の規定に基づき電磁的方法により受けることができることとした書 

面によるべき同意を得ない又は報告若しくは届出を受けないこと。 

（新 設） 
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